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個人情報保護条例の分析
Analysis of the personal information protection ordinances

西郡 裕子・マネジメント分科会・情報セキュリティ大学院大学
Abstract：Japan's personal information protection legislation consists of Act on the Protection of Personal Information, Act on the Protection of Personal Information 

Held by Administrative Organs, and Act on the Protection of Personal Information Held by Incorporated Administrative Agencies, etc. and every Local governments to 

enact an ordinance on the protection of personal information. The regulations of each different content are present , " personal information protection legislation 2000 

problem " has been pointed out. However, research on that collected the local governments all of the ordinance is not found at the moment.

In this study, in order to make it possible to analyze the ordinance, we collect personal information protection provisions of the prefectures and municipalities in Japan 

in order to create a database. We surveyed such as in the case of defined of personal information or third-party, the definition of personal information protection, 

collecting restrictions of sensitive information, executing agency of ordinance. We examined the differences from the interpretation operation standards and the 

geographical viewpoint.

個人情報保護に関する法体系イメージ

個人情報保護法第5条

『地方公共団体は、この法律
の趣旨にのっとり、その地方
公共団体の区域の特性に応
じ、個人情報の適正な取り扱
いを確保するために必要な
施策を策定し、及びこれを実
施する責務を有する。』

個人情報
保護法制

2000個問題
47都道府県、
1741市区町村、
広域連合等が

それぞれ条例を制定

研究の手法と目的

1. 全国の都道府県市区町村の個人情報保護条例を収集し、データ
ベースを作成

2. 収集した条例の下記の項目を調査
 条例の制定年、条例条文数
 個人情報の定義
 要配慮情報の収集の制限
 利用及び提供の制限の例外規定
 オンライン結合による提供の制限
 適用対象
 死者の個人情報の開示規程
 実施機関

3. 一部自治体がwebで公開している解釈運用基準と調査項目の
地理的分布から地域の特性を分析

6類型に分類されるが、自治体により用語の
解釈が異なる。例えば、照合する対象である
他の情報として・・・（解釈運用基準より）

個人情報の定義

親族・知人等関
係者が知りうる
情報（大阪市）

公知の情報や公
共施設で入手可能
なもの（横j浜市）

一定の条件で検索して
番号を抽出し、その結
果を他の番号別氏名
ファイルと照合すること
によって、本人を識別
できる場合（三重県）

個人情報の定義（個人情報保護法：行政機関個人情報保護法は容易にという文言のない定義）
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の
個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）

氏名不詳の情報であっても、
特定の関係者には誰のこと
であるか容易に識別できる

場合（三重県）

利用及び提供の制限の例外規定
本人に利益があるとき（同意不要）

要配慮情報の収集制限（犯罪歴）

利用及び提供の制限の例外規定
統計の作成又は学術研究の目的

都道府県の条文数の比較
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